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平成市町村合併への歴史的経緯と小さい'二|治の試み

Ｉｉｌｌｌｌ苛昌之

はじめに

Ⅱ本の地ﾉ川治体は、雁LL'''１９にみるとこれまでに二度の人きなiljlll｢村合|)i:を経駄している。ｌﾘ|袷

22ｲＩｉのTIiIlilllll｢村IIill発足に関わる合()i:と、iiU(後の'１Nﾄﾞ''28ｲ'１から３１ｲ|【にわたる合併である。こうした

llili山｢|ﾘ絲維を受けて、現任、多くの地〃｢|袷|'ｌＫが当１ｍしているのが平成のTljlllJ村合併である。

社会椛造'二|体が大きく枢換しようとしているこの時!！|、地ﾉﾉﾛ治体だけが従前のまま存続するわ

けにはいかないであろう。しかしTIjlll｢村合(ルとは、自治体の|入城を新たに変史し直すという、地力

'11治にとっての人きな出来Z|｢である。また新しい'二|拾イノドの将来を/|Ｍ１する絶好の機会でもある。は

たしてD,1行のTlTllll村合併協繊は、このようなIF(要な認識に基づいて行われているのであろうか。あ

まりにも11ｲ政的な課題に価航しすぎる議論に終始しているのではなかろうか。

またililI1｢村という基礎lI19'二|袷ｲｲﾊﾟには、lLl治ⅡN経↑;↑の剛ﾉﾊ(とともに住IC'二|治の''31点が屯要である。

i｢IilllJ村合併によって基礎｢19|と|治体が川,I模拡大すれば、周辺部の(IilLに対する行政サービスが低下す

る。このことはこれまでのTljlI1｢村合()｢で多くの|:]袷('ｌＮが絲験してきたことである。また市''１J村合併

に対する強いアレルギーともなっている。このような状況を１１昨決するため、また合併後の基礎的１ｺ

治休|人|('1における住民自治をlilMLする力栄として、新しく「｣111域'二|拾組織」が議論されている。

」児状において取り制lまれている各地のLl1:例を検証し、Ｔｌ]｢''11村合()i:にﾇ､|応する住民三ii体の「地｣或'二l

WLiM(11縦」のあり力を模索する。

1．市村合併の歴史的経緯

（１）明治の町村大合併

｜人1務郷'11縣有Ⅲ1は内閣扉ドイツ人モッセ(ＡⅡ)erlMossc)の怠見を|Ｈ１き、地ﾉJr'二|治Iljll度のIilli:立を決

意した。モッセの意見は「立志Ilill度を尖｣)lするためには、｜ElllLをして公務に習熟せしめ、」u方|＝|治

－１－



1Ｍ代Ｗ１１ｉｌｌ:研究節４））（2()0'1.3）

体のIlillを述てて、もってlIil家の｣,LIiMiをﾘi1Uilにしておく必要がある」というものであった')。

当||↑の|玉|家｢1<)課題は、富|玉Ｉ強兵、ｌｉ((1)r興業、対､|ﾘ|鮮対ii1i政策、１１ｲ政''１Oll1l題等であり、こｵlらを抱

えていた政府には、徴兵、徴税の｣,L礎をIililElとしたものにしたいというｉＩｆ最もあった。１８８８([ﾘ|治

21)ｲｌｉにはTljIIilllll1村Ilillが公ｲ|iされ、’８８()(|ﾘ]治22)ｲli、ｌｌｌｉＩ《､|合併の|(雌として、｜ﾉ､]務大ｌ１ｉ訓令により

各1(11ﾉ7長官へ111｢村合併」iL準が提示ざオ[た。約3()()から５()()j丁を標準側,l膜として全|正|的に災|i(uされた。

１８８８イドに７１，３１４あったｌＩＩ}村は、l889fl皇に15,85911illll村(３９TlT＋15,820111｢村)となった。ただ

７１，３１４１１１J村の|ﾉ､|、無比戸が８０１，１()()戸以~卜の''１１村は４８，４２０であり、１０()戸を越えるllIJ村は

22,()93であった2)。’１１｢村のMil摸を仙人することによ')、近代''１ﾘ地ﾉﾉ|]治行ｌＢ(を１１１う組織としてTlillll

村がIlill度化され、その後のi<|:会絲済のｿ6途で〈|きじる、地｣攻''１９行政洲'１１mに対する一定の能ﾉﾉが付与さ

れた。

合0｢'二1体は政ﾙ1の命令で実施された_|:からの合(ﾙであったが、統合された''三lllI｢村は「字」「大字」

として現代まで'1;１ｺＭ:識に生き続いている。

（２）昭和の市町村合併

1949年に来'」したシヤウプ仙節lUlは、’'１央地ﾉﾉを、ずる行11ｲ政Ilill度のillIi)Ｕ１Ｉｌｌ９変111(を行うよう勧

｛』Ｌた゜Ｔｌ｢lllJ村合Ｏｉについても「il｢'11J村が学校、弊察その他の活動を独立して維持することがＩＭＩＩｉ

な場合には、比較''１９隣接地域と合()「すべきである」とその必嘆Ｉｌｌｉをﾘｶｉ制した。

①ｌＷＩｉ１１のTlTIlI｢村合|)｢の準I111i

シャウプ勧告に｣iLづき、政府は、国｣Ul〃'二'１合体'''１の行政事務全般の『lill1iU分について、根本''１９洲査

検討を行う「地ﾉﾉ行llil(洲杏委員会縦」（j、称i(１１１戸委員会)を１９４９ｲ'１１２月に発足させた。｜同|会議は

195()ｲ|ﾐ１２)三lに節一次ｉｉｊ告を行い、｜IIJ村合()'1Ｈ１題について「地力公共|Ｔｌ体の規模の合l1l1化」に関す

る1111分で、次のように述べている。

「|||｢村は数にして約’万三百、平均人'二lはｎ千余人に過ぎず、Li1状においても事務処111がｌＷＩ１に

行わｵ[ているとはいいがたい。l-j、八千人ﾄﾞ!i１１隻をIlliWilIiとして、規樮の合ｊｌｌ１化を図るべきである｣。

また側,l模や地域将,IlIliについて「①あまりに広人なi｢IiIiliの股村を設置することは、住民の役場へのｌｌ１ｌｉ

雌を速くし、教育施設等について能率''１りな経'１i↑をｌＭＩｌとする。②学校、二Ｍ〈、農業改良のような|||「

村における取要な里|『務について、llIljl々に能率'''9な処１１１１をi'１能とするⅡ,l模を採り、それを超えるもの

については組合他による｣し同処I1l1を老噸すること。（'''''1%)④都Tljと農村は)}髄業形態、機能が異なる

l）llllﾉﾉ、治法施行IlLll1uIjlｲ|;・'二|袷iIill度公hilLi{|i記念会『｣ｕノパ|治1{１年山鮒・巻』
2）’'１趣１１１１７「TIrlll｢村の合()i:」（()}藤祐・''''1編『広域と狭域の↑illl(Ilill腰』ぎようせい、

ｌ９９２ｆ１２

ｌ９９７ｲﾄﾞ）
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ので、農村の都市への編入については、その利需得失を慎重に比l皎衡量すること(以下略)」と慎重

な合併推進を提言している3)。この神戸委員会の勧告は、市ｌＩｌＪ村自治を高める方向で、面積、中心

集蕗と遠隔集落との距離、人［|規模など極めてf=し体的な合併指針を示したといえる。

このようにして戦後民主主義の拠点としての'二|治体が、戦前の''１央集椛的な仕組みや官治的制度

から脱する方向で進み出した。しかし１９４９ｲ1ﾐの毛沢東政椛樹立、1950年の朝鮮戦争勃発により、

戦後|｣本に対する占領政策は、民主化から大きく舵を切ることになる。警察法の改正、教育委員の

公選廃止、東京都特別区区長公選廃111など、地方｢I治は大きく後退した。こうした中でシャウプ勧

告を受けて着手した'１１J村合併の視点と動向も、その'大|容を当初とは異なるものとした。

②昭和の市''１１村合併の推進

１９５２(昭和27)年の地方Ｆ１治法の－部改Trにより、TlTlIlI村合併推進への法'419措置を講じることに

なった。その第二条で「他の地力公共｢I|体に協力を求めてその規模の通ＩＥ化を図らなければならな

い」と明記し、第八条では、都逆府県知事にTlillIT村の配置分合又は境界変更の計画の策定、及びそ

の勧告の権限を与え、この勧告に柴づく配置分合又は境界変更について、’五|の関係行政機関の促進

措置を定めた。これは都道府県、国主導によるTlTlllJ村合併の法ｉＩＷｉ置を講じることであった。

１９５３(昭和28)年には、市'11J村合併促進法のilill定と市lllJ村1△T併基本計画が策定された。合併促進

法及びlllT村合併の具体化を導く合併促進計画では、あらゆる契機をTITlllT村合併へと誘導する姿勢が

見て取れる。基本計画の|ﾉﾘ容としては、以下のような諸点が述べられている。

・人｢1八千未満の小規模|IIT村を合併し、’１１J村数を三分の－に減少することを目途とする。

・事務組蕾合を組織している''１１村はその組織'１１J村の合併を図ること。

・協議会設置、機関の共同設置を行っている''1J村、義務救育等の事務の委託関係にある''1J村、水

道、病院、墓地等の区域外設置の関係にある地域等はいずれも合併を促進する。

基本計画、基本方針に基づいて、全|正ｌ的に市１１１｢村合併が実施され、促進法失効(1956年６月)まで

の三年間に、減少した'11J村数は6,154に及び、進捗率は|玉|の基本計画に対して９８％を示した。その

結果、498市、3,4771HJ村の3,975市'１１J村となった。

このｌＩＦＩ和人合併でも促進法に平衡交付金や起債の優遇策が盛り込まれたが、翌1954年には地方

交付税改革が実施され、地方財政の危機が深刻化した')。

しかし国主導のIHI村合併は地域に多くの傷跡を残したため、｜Ⅱ'二|治省行政局(現総務省rl治行政

局)はその後、合併推進には慎重になった。1960年代以降は、ごみ処刑!、上~卜水道、消防等につい

地方自治法施行四十周年・自治IIill度公布}ｺﾞ年記念会『地方'二|拾同年史第二巻」1993年

佐々木信夫『TlT111J卜|合併』ちくま新書、2002年

１
１

３
４
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ては一部事務組合や囚或TlTlII｢村圏等の広域行政方式でﾈili完してきた。

昭和の合併から平成の合併を繋ぐものとして、都道府Ui↓IIillの課題を解消しようとする幾つかの試

みもあったが、具体｢19な｛|i'|度設計には至らなかった。例えば地力の'1'央省庁出先機関を統合して、

都道府県と合体させる「逆州Ilill」や「連邦Hill」案がある。これは'三|本商工会議所など経済|Ⅱ|体から

提起されたもの5)、また知事や知事経験音から提起されたものがある'i)。今後、市'''1村合併が進め

ば現行の都道府県Ilillの検討過程で再び議論されることになるであろう。

表１市町村数の変遷

市 村''１１ 計

7１，３１４

１５，８５９

1888([ﾘ]拾２１)ｲド

1889(|ﾘl拾22)lliThllilllll｢村Ilill施行 １５，８２０

両一F7万1５

3９

1945(昭和20)ｲ1二ｆｉｉ二次世界大戦直後

1953(lM128)ｲ1三’１１｢村合併促進法施行

2０５ 8，５１８

７，６１６

１，５７４

５６２

1０，５２０

９，８６８

３，９７５

1，９６６１７，６１６2８６

１９５６('１部Ⅱ３１)ｲ１１１１１１村合併促進法失効 1,90311,5744９８

2002(平成１４)ｲＭ)］ 6７５

|::'’11：
3，２１８

３，１８１2003(平成15)ｲﾄﾞ9)三111］ 5５２6７８

2．平成市町村合併を巡る経緯と展開

（１）合併を巡る政治的背景

平成市'111村合併に特徴''1りなことは、その背景に政治的な(ＬＬ彩を色濃く持っている事である。海部

内閣時の自民党幹４１:長小沢一郎は小選挙区導入をにらみ、lTlLくから300Ｔｌ｢の提唱をし、細)||護煕元

首相も廃県置藩論で3001二|治体柵想を１１)している。１９９７ｲ|ﾐ、政府関係者としては始めて|士Ｉ１ｌｌ脳参

|÷I治相(当時)は「将来のTlTllIJ村数は1000前後が適当」と発言した。

１９９８年７月、第１８１回|参iijiii院議員通常選挙では、大hllTlTの三人区以_上の選挙区で自民党候ﾈI1i者全

員が落選という結果が|[}た。都Tl｢型政党である公lﾘ|党が政椛参力Ⅱし、1999年自民党と公lﾘ|党の'''１

でThIl1J村数１，０００を'二l途にTITllIJ村合併促進をすることで政策合意に至った。これを受けて合併に慎

重であった自治省も合併11t進に大きく舵を切ることになった。

5）’三１本商工会議所『道州IIillで新しいくにづくりを』1970ｲｉｉ：全国を8道州にする案
6)恒松fIill治『連邦ilillのすすめ』１９９２ｲＩｉ：基礎'二|治体を20～3()刀人にし、全LIilを8～１０の州に。
平松守彦『日本合衆|正|への〕ii[』１９９５ｲ１１：九州府ItMj1など。
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2000年の衆議院選挙で｢１１びlfl民党は都ilTWllで杵戦を強いられる。森政椛の'二|瓜党幹事長野''１広

務は「交付税による自治行のiMl1送船団刀式がTlTlll｢村合(ルを'111害」「'1ｲ政ﾉﾉのりりい'二lWL7体ほどIF〔点''1<)

に交付税がいくIlill度が大祁Tljのｲ<iIMiをllvんでいる」と言い切っている。森総Ll1からは地力分椛'１t進

委員会に改めて合併ｌＩＩｉ進の要iiiIiが}l}た。

こうした政椛政党の合ｲﾙ推進)意向は「IllilTj韮恭戦''１%」のｉＭ１１で、TIillll村合０１:はlIlTlT有権者の支持

調達手段の－ｍを持つ。政策の機Ililllを農|||村からhllTliへと大きくlil)かそうとしている？)。

こうした流れの''１で、２()０１ｲ|ﾐ４)－１スタートした小泉|人ｌｌｌｌは、６１１に発表した「骨太の方針」に

おいて、llu力|Ｗ7体について次のように述べている。「'二'１ﾘﾉと'二ｌＩ０ｆに基づく新たなlKl･地力の関係の

実現には、まず受けⅢとなる|:1治体の行11ｲ政｣i蝿の允火と｢ｌｆｆ能ﾉﾉのlfilLを促し、｜玉|に依存しなく

ても自立し得る'二|治体をlilI1立しなければならない．①すみやかな11TlllJ村のＩＩＩ編を－TIiIll]､村合併や広

域行政をよりﾘｉｉﾉﾉに促進し、１|途を立てすみやかなTlTllI｢村のiIi細を促す。②１Ｍ棋等に応じてTIillli村

の責任を一人'三'数千のlJl体と数十ﾉﾉの|I|体がlTilじように行'B(サービスを担うという仕組みを兄直

し、｜J1体Ⅱl模に応じて(二に|｢や責任を変える(|:組みをさらに検討する｣儲)。

このﾉﾉ針発表を通じて１１１(府はTI7111J村合(＃の必班`ｌｌｌｉを一気に強iﾘ,Uし、２()()2ｲｌｉ３１１には総務人１１１か

ら全'五lTlTll1｢村長、議長宛に合|艸促jui依頼状までlNMTされた。

（２）地方分権の推進と市町村合併

１１<(和の合()i:で地域に多くのしこりを残した苦い絲験をもつ'２１治行は、当初、ilJllIJ村合併に関して

慎並であった。しかし分椛化を進めようとする１|:会全ｲﾉｌＫの,lim勢と、分椛化はilillI｢村合併を進め'二|治

体規模の仙人をｌＸｌり十分な「受けⅢl」を作ることとセットだとlii鵬する与党筋とのせめぎ行いが存

征した。

こうした状Jil下で地方分椛I|雌委員会のＩｉＭｉ)｣が雁|ⅡＩした。iiliﾘﾘ｣の難囎となるlluﾉﾉ分権ｌＩＩｉ進法では

｢委員会は』三L体''１りな脂針の勧告を求められ、ただちに突行ｉｌ能な!＝４体''１りな改ｌ１ｌＩｉ案を勧告する責務を

負わされ、勧〈Ｌｉはほぼそのまま政府の手でﾘｕｕに移されるというｉｉｉ例の無い枠組み」の下で進めら

れた《'１．この分椎推進委しi会は各省庁所↑ＹＷ)ｌＩＩＩｉｌ)jll事項の改1'|'〔ﾉ〕箙について、｝11>L１粁と具体的な議論

を詰めるllIで、将来のlUﾉﾉI=|治や'二|治(/ｌＫのlMllみを模索する｣1で、Tljl'１｢付合|脈は避けて皿れない主

嘆なテーマとなっていった。

地力分椛１１雌委員会は「分椛受けlllI論」で｣Ulノバ|治体にⅡUする雛論が混乱することを避け、２Ｗ）

7）大森Ｗｌｉ「これからの'二|袷のかたち」（『ｲ'１報|`|治体物節１６ﾄﾅ、ｌ)iいＩABA、２()０３ｲlK5)]）

8）経済11ｲ政ii('111会談「今後の経i汁Ⅱｲ政述憐及び絲i片|(|:会の|附迪改iIlI〔にⅡLける基本ﾉﾉ針」２()()ｌ(lﾐ６１］

()）illi尾｜|＃『未完の分椛改ｉ１Ｉ１ｉ」Ｙｆ波剛,!i、’９９９｛I：

－５－
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はTljl'|｢村合併|ＡＩ題をｲ''１１｣２げしてスタートしたが、’８(府筋からの強まる「受け'１１１論」に抗しリノれず

｢今まで以上にｲj1ililil'１９に|:|］三｢19な'|illliN合(ルを１１肌するものとする」との表jiMを第二次勧告(１９９７

ｲﾄﾞ７月)に蝋込まざるを得なかった。

200()ｲＭ)]には「｣u｣ﾉﾉ分椛lIIijlli-I11ii法」が施行され、ｌＴｉｌｲ'二ｌｌＩ]にはllIl〃分権Ⅱ(!進委員会が「１７

１１１｢村合併の||雌についての意見」を提'1)した。以|<のような網羅''1りな記述になっている。

・TIT|||｢村合|)|:の必要Ｉｌｌｉ

－地方分椛１１雌、Tljll11村行政の広域化、｜玉|｣'１１ﾉﾉの11ｲ政状況への対応、liLl悦者としての|正|氏の

意識への対応

・ＴｌＴｌＩＩ｢付合01:の効果

一広域|`lﾘ'1M点に立った住lMlⅡ|卜のｌｉｉｌ｣二、Ｗ１ｌ'llliliの孫)Ⅱ、行政ill縦の合ｌ１Ｉ１化、公共施設の広域

的効率''１９配世

・Ｔｌ｢lllJ村合併の１１t進ﾉﾉ策

一合併支援体llill1ilflllli、’三iilC投票による合(川|)ｲﾘ識会設|蟹、知旦lw1告、Ⅱｲ政階置の充実、lUl域審

議会Iili1Ⅱ、情#'1公開による機jiliiWi成

１９９０イド代の分権論をリードしてきた｣ＩＤ力分椛１１雌委lFi会は、６ｲlillllのIili勅を総l11iして晶終報告

をlli(り纏めた(2()()lｲ1ﾐ６１１)。その''１で残されたｉｉＩ側として、①地ﾉﾉ11ｲ政秩１１｢;のTIJｲiMi簗、②地ﾉﾉ公共

'111体の事務に対する法令による義務付け・伜付け秤の綾ﾄﾞ'１，③地力分椛やiljllI｢村の合()i:のllli進を踏

まえた新たな地力|=|治の仕組みにⅡ&Ｉする検討、④２１１筋二|;業の移譲、⑤Ili'|度Millli'|の緩jlillと｢１１民'二|治の

拡充ﾉﾉ策、⑥「｣111力|÷|治の本旨」の具('ｌＮ化の6項|」を誰げている。

特に項'三|③の地〃分椛、市'１１｢付合|)i:と新たなjIu〃'二|拾の[|:組みに|乳|して、以下のように、合併の

進展でTl7111J村がｉｌｉｉ化されれば、」１１ﾉﾉ行政の'''心が'111道ｌＭｊＡからTl7lll｢村へと移行すると慎血こ言及し

ている。

「2005年までのTlTlll｢村合併のjlli捗状Ⅶ11を見Ｉｉ１１ｌめながら、iii[州Ililliiili、ilMlIlill論、廃県|i'柵論など、

D1行のM1道府県とTlT区''１｢村の211Tlのllllﾉﾉ公共|可|体からなる１M行ilill度を改めるil)1点から、各ﾉmiにお

いてなされている新たな｣u力'二|治Ili'１度に'14|する様々な提言の当否について、改めて検討を深める」

｢Tljlll｢村合併jl1i捗のﾘｫl)趨によっては、ＴＩＴ''１｢村のあり〃にとどまらず、拙〕iiU什県の兇ilLIしも祝111「に入

れた新たな地ﾉﾉ'二|治Ili''19iに関する様々な提言がより｣)l実Ｉｌｌ１を柵びてくる可能ｌＩｉがある。分椛改茄が

次の鮒２次から節３次へと発展する段'１１＃になれば、jluﾉﾉ'二|袷ilill度の将来像をlﾘl確にする必要に迫ら

れるのではないか」

ｌＵ力分権推進会髄はその後、1mﾉﾉ分椛改lIili推進会識(2()()lｲ１２７)1発)qL)にリ|き継がれ、三位一体改

iIlI〔論識等へと雁|Ⅱ|していく。

－６－



､lzljjbililll｢村合()|:へのllili史的絲緯と小さい'二1袷のiiAみ

表２平成市町村合併関連年表

1995(平成7)年３月 TlTlll｢村の合()｢の特例にＩＩＬ|する法↑|k(TlTll1J付合(＃特(ｸil法)の改iliの施行く０５年３１二|木に

失効予定の|()ｲ|ﾐのlljHlN立法〉

lUl/j分椛法bIb立

地ﾉｱ分椛１１雌委員会設世く以後5次にわたる勘｛｣｢等を提|||〉

５月

７１－１

１９９７(平成9)年７月

1998(平成１０)年４月

５)１

１２'1

1999(平成１１)ｲ'三５月

７月

地ﾉﾉ分椛委員会堀二次ilｿ)告くilTlll｢村合(川の１１雌をiW1告〉

第25次地ﾉﾉIlilll蝋Al査会「Tljlll1村の合()ＩｈにUMする稗１１１」提ｌｌＩ

政ｌＩ１「地力分脈l(雌｢;|、」閣識決定

合|)↑特例法改11i〈;阯i立法〉

[1治宵Tl71'|｢村合()ＩＨＩﾘ}究会報告

地力分椛のｌＩＭｉをlxlるための|兇Ｉ係法律等にULlする川|k(lUlﾉﾉ分椛－１１１i法)成立公ｎｉ

〈TIillli村合(艸特例法の改正を含む〉

ｌＬ１治省「TIT''１１村の合|Ⅲのl(雌についての脂針」＃Ｍ１府県ill酉||:宛８１１

２()00(平成１２)年1０月 第26次地力IIillll蝋ＩＩｌ査会「llU力分椛時代のⅢ咄'二|治IIilll座のあＩ)方及びllU方i税財illl;1の充

実(ili保に関する答１１１」ＭＩＩ

地力分椛'１(ijlli委員会「TlTlll｢付合()｢のＩｌＩｉ進についての意見」提||｝

政府「行政改lVi大綱」｜H1識決定。合()i特例法改11｛〈識11立法〉

１１月

1２月

2()０１(平成１３)ｲ|嘉３月 総務省「『TⅢ｢''１｢村の合()iの}|雌についての嘆綱」をll1Iliまえた今後のlIi(組(指針)」都道

府UTL知事宛〕雌ｌｌ

Ｔｌ｢''１｢付合()|:支援本Ⅱ'１設Ｉｉｆｉ

２１１Ｕ:紀のTIillII村合(ルを考える|玉|民協識会発足

lIuﾌﾞﾉ分椛|(雌会識岐終Wl告発表

経済11ｲ政ii('''1会識「今後の絲済財政迦営及び絲iﾊﾟ|(|:会の|怖造改革に関する基本方針」

(fl太の方針例ｉ－ｉ１ｉｉ)Ｍ|}、のち|Ｈ１誌決定

全|正１１１１｢村会「21111:紀の'三|本にとって農'11村がなぜ人切なのか」公表

11hカ分椛改１Ｍ雌会縦設置

総務省『合()i:|)Ⅱ識会の述営の二Fリ|』公表

巾''１１村合(艸文援本Hll「TlTlll｢村合(＃支援プラン」１A>ｉｆ

輔27次111〃hll度訂,Ｗｉ；会発足

月
月
月
月

３
３
６
６

月
月
月
月
月

７
７
８
８
１
１

総済財政諮ｌＩＩｌ会識「lIIIi造改fl1iと経済11ｲ政の'|リ１１'１災?{」提ｌｌＩ、のち|#|識決定

総務省「ilillI1村合()|:の協議のjlli展を踏まえた今後のＩＩｉＭ(|H針)｣祁道府県知事宛j､知

111〃'二|治法・合01:特例法改i［

政府税ililliﾘ,怖会「あるべき税Ilillの橘築に|〈1けた｣,(木方針」１１１Ⅱ｝

経済財政洲'１会識｢絲済財lB(述営とWMijili改IYiにＩＩＬける）ｉＬ水力針2002」（'|ｻﾞ太の方

針第２｝iii)腿|Ⅱ、のち'１１髄決定

TlTlllI村合()|:支援本|`('１「TlTll11村合併支援プラン」改疋

地力分椛改DII1ilI雌会飛「事務・亘|『業のあI)ﾉﾌﾞにⅡUする意IIL」提出

節27次地ﾉﾊﾟlill度訓|査会第101m|専|Ⅱl小委脹l会|ⅢｌＩ１ｉｌ、「今後の』iL礎｢19'二1治体のあり方に

ついて(私案)」（illilrl私案)提ｌｌＩ

ｌＬ１民党地力行政洲沓会・｣{11ﾉﾉ|当|治に関する検討プロジェクトチーム「１１１間報告」

2()()2(平成１４)年1月

３月

３月

６月

６月

８月

１０月

[１月

1１月

絲済11ｲ政諮'''１会揃「改f11iと展望-2002ｲ|皇唆改定」提|Ⅱ、のち|H1議決定

北海道''１｢村会・lllI村繊会議股会「TIT''１１村のありﾉﾉについての提言書」公表

全'五'''１｢付会「''１１村の訴え」公表

鋪27次地ﾉﾉIlill度訓l杏会「今後のl(11万|全|袷Ilill度のあＩ)ﾉﾌについての''''''１報告｣擬'1｝

l{11カ分椛改ｊＩｌＩ〔会搬「三位一体の改１１１１Kについての怠)iL」提'１｝

絲済11ｲ政iii〉ilAl会識「絲済'1ｲ政〕迎営とWMi造改革にＵＵ１－る｣MUJfl2003」（骨太の方針

第３ｌiii)柵I}、のちlIliiif決定

2()()3(平成１５)年１月

1月

２Ⅱ

４月

６月

６１｝

ili：小原降治「これでいいのか平Ijlbの人合()ｉ:」（『これでいいのかⅡ'２１'１６の人合()|:』コモンズ、2003年)の

｛'１表に一部加筆

－７－
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3．平成市町村合併の意義と課題

（１）市町村合併推進の意義

このようにI='三１２合()ﾄと笥いながらも、膨大な文援策にJjWlけられた平成のTIill1J村合併にはどのよ

うな意義があるのであろうか。合()ｉｌ１雌へと導いたいくつかの提言.野から、そこで述べられた合()|：

の意義をまとめてみる。

「'二|治省市''１｢村合|)i仙究会」（１９９９ｲﾄﾞ５１])では、TlTlll｢村合|)｢の必哩'ｌｌＩｉについて、①(]ﾐ民の唯Iili圏

の広がりに対応したまちづくりの必要性、②TlTllI1村行政サービスのレベルの維持とlhilL、の二点を

掲げ、行財政基鴨の強化や行政(′Hillの盤I111iを図っていくことは避けることの|Ⅱ来ないii1l題としてい

る。また市''１１村合併による効采として、①広域''１りな観点からのまちづくりが可能、②より高い住民

サービス水準のlilli保、③行IBGiWiの節約により行政の効率化がiTjiまる、としている。

次に、地力分椛|化巡委員会が柵Ⅱした「TIjllII村合()|:の１１雌についての意見」（20()()(ｒｌｌ１二l)では、

Tlillll村合併の必?喫性として、①llIl〃分椛の|(雌をjlliめるため」,1Jililil'19［|治体の|÷|立性と行１Ｍ政」l蝿の

充実強化、②IZ1ilMili[iの広域化、介謹保険やごみ処I1I1等に対応するためTlTllIl村行政の広域化、③

lIIl・｣uﾉﾌﾞの財政状況がIMLく、今後も|<|:会保障|側|係YIfの｣艸人等へ対応するため合併によるWW索で効

率''１９な｣'11方行政体Ilillのl鵬I111i、④111税背としての|玉llLは、経iﾊﾟIi1i勢も厳しい'|'、地力行11ｲ政述↑;↑の仕

組みにもシビフ'な意見も多く徹底した行11ｲ政改1111(が必要、のｌＬｌ点をlUげている。

また合併効果としては、①広域''１ﾘ視点に立ったまちづくりの雁|Ⅱ|や施策の広域｢1ﾘ洲終がTil能、②

行政サービスの拡大や公此施i没の１１《｣或''１９利１１]等によるｌＭＣの利(１Ｍ|；のlhl-l3、③専ｌ１１ｌｉＩ９知識を持った

職員の採用・I柵Ｉや(Ｗ[の組織の設置が１１１能、④行政組織の合I1l1化、⑤公｣し施設の広域''19．効率''1り

な配lri等、を挙げている。

そして経済11ｲIB(諸|Ⅱ|会談の''１．人の方針・第一liil(2()０１ｲＩｉ())|)では、前'1lのように「lflUﾉＩ)と|当|立に

基づく新たな国･地力のllM係の(Juilには、’二|治休の行11ｲ政jiLW#の充?」|さと'二|立能ﾌﾞ]の|(Tl｣二を促し、｜玉｜

に依存しなくても'二|立し1L｜る「|治|'lNをIil(1,1K」とiljlll｢村合()i:の意綻を位世付けている。

これらを総合してみると、平成ilil'|｢村合併の怠瀧としては、三ｌｉに次のような三点が提起さｵ'てい

ることが分かる。

①広域'’19課題に対応できる新しい広域''１ﾘ基IiMll4l袷(>ｌＮの形b1b

②Tljll1T村の行政サービスや行政能ﾉﾉの|(TIL

③厳しいⅡｲ政状況に対応したW11素で効率l【１９な｣'11ﾉﾉ行IB((,HillのIili1立

またこれらの報告、愈兄、ノノj)|で＊げられているilTlII｢村介ＯＩの効采としては、①公共施設のLkj或

''１９利川等によるⅡ：民の利仙llliのlhll:、②U/'''''''9)<||識を持ったllMi員の孫)H・増ﾘi1や専I[の組織の設置

－８－
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が可能、などが掲げられている。

（２）市町村合併推進の課題

ｌＷＩ:||のTljlllJ村合ｌｊｉの経験から、今lnlの合０１:１１(i進についても、各lUl域で多くの合０１hデメリットも懸

念されている。とくに市ｌｌｌ｢村合Oi:のターゲットとされた′Ｍ１１膜TIjll1｢村にとっては、その懸念はより

強いものとなっている。

そのことは、地ﾉﾉ分権１１雌委貝会がﾀｲ↑めて合()i:推進の論洲にＩＭＩみ切った際の意見書である「TlilI11

村合()lhの椎巡についての意見」（2()()0ｲｌｉｌｌ月)の''１でも、次のようにＩＩｌｌｵ'られている'0)。

・合併により行政との'1[i雛が速くなることによって住民のＩ'１便Ｉ１ｌｉが低]<する。

・Ｉ１ｉ民の意見の施策への反'１りしやきめi1Illかなサービスの提I11iが|土|雌になる。

・合併後の'''心部と周辺部との地域絡差が発LlＺする。

・地域の連帯感が喪失する、サービスノＭＩｉの低下や住民負111が１１１))|Ｉする。

しかしながらこれらのき)「項以｣とに、平成ＴＩｊｌｌｌ｢村合(〃の１１雌は人'六)''１９に兄ていくつかの課題を抱え

ているといえる。以下にli要な2｣、'二|を挙げておこう。

①Tljlll｢村のr'三ｌｆ性lllI害

合(〃特例法においては、合併|((i進の趣旨について、第’条で「'1'三|主''１９な｢|j'''｢村の合併を推進し」

と述べている。合()｢をｌＩＩｉ進するか否かは、それぞれのＴＩj'''1村の|i'三I?|lliに委ねるということが基本的

なスタンスである。しかし残念なことに、合()i:を検討している多くのTlillIJ村の現状を凡てみると、

その発想の原点は例外なく11ｲ政lHl趣にｊＩｉＬⅡと|している。本来ならばjlIU111な合ｲﾙはしたくないが、この

ままではⅡｲ政的に維持できないという子i11'１から、合()|:をしかたなく襖索しているのが実態である。

多くのTITllIi村長もこのことを強く懸念している。

nlf成の|Ⅱ直し事業｣、「〕道直しＬＩ１:業｣、「~|<駄ばきヘルパーIli'Ｉ度」など、狐|上|の'二|立''１９まちづくりに

lMlIむ長111F県栄村長の高槁彦芳lIiも「I|え成のTliIl1J村合併論の一つは地力分椛の受けⅢl論です。（,I1

lIl片）第二は行政の効率化論で、その'''心は住民l人当たりの行政費のi1i''１１M(です」と述べているⅡ)。

これに追い討ちをかけたのが、平ljlbl4ｲ1ﾐlHiから始まった、」也〃交付税の段腓lfl(11i正の見直しであ

る。これによる地ﾌﾞﾉ交付税の縮|i),jl(は、とくに小規模ilill11村にとって厳しい11ｲ政|Ｈ１題となっている。

合(ルに踏み切らず、このままiii狐'二|治体として留まったときに予Iil1'|されるⅡｲ政''１１題を実感し、やむ

を得ず合併を検討しているのが災態といえる。

'()）｣111ﾉﾉ分椛１１雌委員会

'1）ｉｌＷｉ彦芳．|iiiⅡＭｌｌﾘム

｢Tljlll｢村合()|:のIIIijUiについての意ＩＩＬ」（2()()()ｲＩｉｌｌ）l）

『[|文をめざす村」「|治体ＩＵ１究社、２()()2ｆｌｉ７１］
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Ｍ(６編杣(ﾘﾄ究餅】'1ﾄナ（2()()4.3）

片方では2001ｲ｢８月に市''１｢村合併文援本IIfllから示された『TlTllI｢村合(ﾙ支援プラン』に見られる

ように、合併に|(ilけて、Ⅱｲ政''19にも三F厚い支援が示されている。こうした政府の姿勢が、アメとム

チと批判される所以でもある。

このような市''１J村合01:を巡る状bilは、合()↑特例法にうたう「'二|乖的なTITIl1J付の合併」という姿勢

からは程遠いものがある。’二|治の区域を新たに決定しⅡ【〔すというTljl'１｢村合併は、自治flNにとっては

重要な意思決定の機会である。合併を推進して新|÷lWLi体を結成した場合の全(,ＭＩＲをどう柵くのか。

また様々な事情から合()｢を選択せず、iii狐でやりぬこうと決意した市'''１村が、住民と共にどうまち

づくりをｲｶﾞi簗していくのか。平成TIT''１｢村合()|:１１t進の過程では、いずれの場合にもこれらについて前

lfilきの議論がなされることは少なく、将来がIiViきり)れていない。TI71l1J付合併を機会に、積ｌｉｉｉ,`,りな姿

勢で地域の将来を|亡l］ﾐ的に模索する契機となっていないのは、大きな洲廻である。

雛鳥やllllll1過'1M(地などの1111Ⅲ9状況、’１{(ﾄﾞ||合併時のしこり、１１ｲ政｢'ﾘ状況など、様々な事情から合

|ﾙを１１k進できないTlTl'１}村は多い。またこれまで'二|立l1I9なまちづくりを展ｌ１Ｉｌしてきたという'二|負のも

とに、iii狐でlllil性的なまちづくりを継続するというTlTllIJ村もある。このような市''1｢村に対しては、

|玉|の合併推進策を強要することなく、単独でも'二にlilIIﾘ、自立的な地域経営が展|)Mできるよう支援す

る方策が当然考えられるべきである。

②地力財政に関わる課越

ア．lillTh・道府県へ偏在する地力交付税

平成TlTll1J村合|)「推進の強い背承は､小B2樅TIiIll1村における非効率的'二|治体経営にあるといわれる。

合0｢をllIi逃することで11ｲ政|(19非効率`lﾉｌｉを是Tl±すべきだとか、とくに地方交付税は、段lWf補I[によっ

て小規棋El拾ｲｲﾍﾟほどJH厚くｉＷ)されている、といった]ﾐ帳もある。また交付税の財ｉＩｌｉ保障機能が、

小規模TlTlIl｢村にモラルハザードをおこしている、といった意見まで出るようになった。小規模巾''１１

村が財政''１９に'五|に依存することによって、lEl・地力の11ｲ政を悪化させているという主張である。

たしかに地方交付税総額は1M人している。地力が無駄な文}|}をして'二額の11ｲ政赤字を生んだとも

言われる。果たしてそうであろうか。ちなみに'997ｲ｢座から2000年度にかけて、地方交付税額と

その増額は表3のとおりである。

－１０－



v1j1biljllIl村合(ﾙへの雌１１１１'Ⅳ経緯と小さい'二|治の試み

表３地方交付税の変化１９９７年度～2000年度(兆円）

１９９７｛|：(％） 2()()()ｲﾄﾞ(％）

21.8(Ｉ()()）

5.2(２４）

4.8(２２）

2.8(１３）

１１．８(５４）

噌額(％）

総額 17.1(１００） ４７(２７）

''１１村

市

4.8(２９）

3.5(20）

2.7(１６）

0.4(８）

1.3(３６）

※小規模TIjlllルＩ（１万人以1〈） 0.1(６）

道府県への交付税 8.8(５１） 3.0(３４）

※全lIllUJ付会『'１１｢村は訴える』２()()３{|ﾐ２月をもとにili調整

この表で兄る限りここ数ｲ|ﾐの｣111ﾉﾉ交付税の増額は、決して小川,l桃Tl｢''１｢村へのlPWilJではないことが

分かる。２()００ｲli度において、ノＭＩＩ模ilillI｢村(人'二１１〃人以~|く、約１５()()TliIll｢村)に配分された地方交

付税の総額は2.8兆IL1で総緬の１３％に過ぎない。’''1村への111〃交付税の総額は、１９９７年度から

2()()Ｏｲ'三1隻にかけて４千億''１しか11､えていない。一方、「|Tに対する交付税はＬ3兆''11脚えており、地

力交付税総額の伸びの約1/３を,1iめている。地力交付税の総額、４ｲ|ﾐ'''１のlllil力||細ともに過半を,Liめ

ているのは道府県で、総纐にして11.8兆|[］（fi団体の５４％)、５ｲＩｉｌｌＩｌの１１１ﾘ微分も約3兆｢'１ときわだって

いる。

このように地力交付税の急激なllil人の主lklは、不況による税収低下に悩むlllTlTl会|治体への交付税

伽の拡大と道府県へのllMl額が'１１心であり、必ずしも小規棋ＴＩｉｌｌ１｢村への贈額がIEI・地力の財政悪化を

l7I米させたわけではない'2)。

イ．地域から遊離する11ｲ政文Ⅱ}決定

もう一点は、このように１１１人する逆府県への交付税や祁々の二1｢業Ylfに見られるように、ＴＩＴｌｌｌＪ村合

01:が進展することによって、政蹴三ｌｉ体が｣Ul域の｣i1iI場から遠のくことである。とくに11ｲ政面でそのこ

とが強く懸念される。なぜなら合O|:ｌＩＩｉ進の対二象となっている小1M槙TlTl'|｢村の多くは、条件不利の腱

lll村に位置している。そこでは地域ldilｲ『の地1111'''9，気候l(19条件を熟X||しながら、地域の将来を兄ｌＩｊｌ

えた農林漁業の振興を'又|り、地｣攻とｌＫｌｌ:をｉｉＩｉかし管I1I1することがIMjな施策である。しかし現場か

ら遊離した'五|の'11先機ＩＩＬ|や都逆府県、広ｌｊｌｌｌ(化した'4|治体で、政策1Ｍ２と11ｲ政支Ｈ１が行われることに

なれば、地域の真のニーズからかけliI材lることになる。

リlLWll'１９な'11村である徳,'制i↓｣Ⅲ|'|｢では、’'''''１部に林道を終ＩＩｌＩｉすることよりも、｜｣|林の手入れや農

12）ゴミ|型lll1l付会『'11｢村はiiiえる』２()()３ｲＩｉ３１］
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現代Ｗｉｌｌ#I|:(ﾘ}究'１Ｍ)）（2()()'１．３）

作業を支援するマンパワーをIil1係することのほうがLi1（'iでは優先する。’ＩＩＪでは都市から有償ボラン

ティアの若者達を'''１Yjfで負'1｣して受け入れている。」ル'Ｉｌｉでは↑爪ｲﾄﾞ、リハ哲事業を含めて５億''１の林

道事業が実施され、治lllzl':業を含めるとｌ()億|リが'1'林に役人さｵ[ている。しかしそれらはハード

ニ'7業,I,心で、上勝llllが必要としている人材育成に１１j《りlfilけることは11}来ない。もし山村lhlけのﾈＩ１ｉＵ）

金が現場に近い'二１治体のﾉｉＭ;で決定でき、それがマンパワーのＩｉ１１ｉ保に'hlけられれば、」二１１＃Ｉｌｌ｢狐'二|の

活`ｌｌＩｉ化策をLkみ{ⅡせるとIilli傭しているという'3)。

ウ．｜劃・地方財政の恕化

TlTlI1J村合()｢を促進するために総務行が1999ｲliに)(111設した11ｲ政支援Ilill度が合併特例債である。合

01:後のTlTllIJ村がまちづくりfilmiにM;づいて実施する、今|)|:TlTlIIi付の－斗体性の確立や均衡ある発展に

資する公共施設の整(ｌＩｌｉや畑以施設の統合、といったハード当'１業、コミュニティ活動や地域振興に収

組む民llHIll体への助成等のソフトニ１１業を対象としている。

合併特例値の充当率は対象耶業費の９５％で、その元ｲll値遡金の7()％について、後年度、’五|がｊｌＵＩｆ

ｉｍ交付税で階世することになっている。つまりｌＨＩｔｌｆ率は(９５％×７()％)６６．５％で対象４|「業11tの

33.5％はTl71III村の負担となる。しかし合()|:を'１雌しているi1jlll｢村ではこの特例債に多くをlU1待し、

様々な事業を計画している。総務省でもTlillI1村合|ルを促jlliするため、２()03ｲ|旦度は2000億''１であっ

た合併特例値発行枠を、２０()4ｲ|ﾘ堕は5()00億''１と一挙に2.51門に拡大することを決めているM)。

ＴＩＴ''1J付にとっても特例Ii1iに安易に依存することは、結果1,19に'1ｲ政危機のiliなる先送りとなる恐れ

がある。また急激な財I攻支援の拡大で、’五|・地力'1ｲ]攻の悪化が一段と進むことは、TliIlIi村合01:のも

たらす大きなｉ１'|次的iMMmである。

4．農山村地域自治体の新しい自治構想

（１）課題化された「小規模市町村」

＃'1道府県がTl｢111｢村向けに合()|:の指針を示すよう〕皿||をしたl4l治省の文書の中で、合併後の人「lの

架計を①50万入超②2()～3()万人③１０万人前後④5ﾉj人iiii後、そして合併の最低規模を１～２万Ｍｌｉｌ

度とすることを求めている'5)。

その１万人の根拠として「指針」では、①''1｢村合(川促進法（lIHﾄﾞ１１２８ｲ'三）における標準（最低）

13）笠ＩＭＩ市川勝'１１｢長『Illlilyj命改'''１ｔが|[l村を元気にする』（『ｌｊｌ袷l-l#'1』２()()2ｲ|ﾐI())１４１三l）

ﾙI）’三|本経済新|}'１２()０３ｲｌｉＭ２３１］

15）「TlTlll｢村の合併の||雌についての脂j;|」（'全|治り｢務次官jIllj(||)(１９９９ｲli8)1）
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平成TlTllllｲﾄ１台(川へのＭ１'''１<)経絲と小さい[|治のii式み

Bil模（概ね8,0()0人)、②'１１学校の設置（最小｣i靴：13,2()0人樫1堕で１校)、③デイ゛サービス、デ

イ．ケアの設置(7,300人腿度にｌか所)、④ｲ1：宅介懇支援センターの設世（12,5()OMIi1度にｌか所)、

⑤特》|l養護老人ホームの撚術（最ﾉl､川,l槙501ﾉ|〈：２ﾉ７人程lLi）等が率げらオ[ている。

また政治が主導した今'111のilTllI｢付合(ﾙｌＩＩｉ進の11二1で、’211(L党地域行llil(洲布会は、強力な合併lIt進対

象とする小MA模TlTIlI｢村を「例えば人l-llﾉJ木illIIi」と初めて数字'1ﾘに位微づけた。またそれらに対し

ては、リ|き続き』ｉｆ礎的、治体と位||(tづけるとしても、法flt-L義務付けらｵlたこ|；務の一部を都道府県

又はIiIil辺TljllI｢村が実施する、いわゆるIiiil亘|(lli完、ノ|<Wlli充の〃鞭を検討し、組織については極力ｉｌｉｌ

索化を図り、議会や行政委員会IIill１隻のありﾉﾉも含め検討し、」ＩＤ〃交|、l税のl1fllllill普置等の紺i小につい

て検討するなど、小規模TlTllll村に対して其ｲﾉＭＯかつ厳しい提案を提ＩＩＬた'け'。

しかし'二|治体は単にそこにﾙi}'三1ｉする(三IilLだけではなく、住民が|]↑|↑の【Ii1iliを営んでいる空'''1と一

体となった地域社会をも行政サービスの対象としている。とくに広人な'11杯や農jlllを抱える農'11村

にＩｉｊ,tいてはそのおもむきが強く、人１Ｍ樅だけで小規模Tlillll村とは＃,l定できない。

全lIillll｢村会会長のｌｌｌ本文夫WilliYI県添lllllll長は「lllll人化した345万人の［|治体のﾉｱがおかしく、Ilill度

改lIl1[すべきだ。200人の村というのは|Ni代の流れで社会的な|÷|然jli1象だからやむを得ない。そこの

(12氏が200人でいいというならそれでいい」と述べている'7)。

また)llll1Ai市(人'二１１２５万人/mli1il421('112)や来京='111,liil1Ill区(人|=１３３ﾉJ人/mli1i221(lⅡz)と都市農村交流を

続けている長117県栄村(人「'２(〕()()人/i｢liｲili2711('112)は、人［1ではｌ／5()()、ｌ／１３()だが、面積では２

佶、１２倍を持つ。しかもその1|｝:かな農111村を'三|指して、多くのlillTlTI1iltが訪れている。「||小Ｉの小

川l膜''1｢村における1人当たり行政Yjfが比1校''１<)大きいとは言っても、IlIlil々のⅡ;IILの行政''１９受益がより

入きいわけではない。社会総登本から受ける『|Ⅱlfはかえって小さいのがLiI尖」と、栄村の高lWii彦芳

村｣食は人'１だけで小川A槙と||ｿ『ずる1,Ｗi{を'１t)|《||している'脇)。

（２）市町村合併と地域自治組織

ＴＩｉｌｌｌＪ村合併推進の1Iiljきの''１で、最も懸念されることは、［|治体の|刈或の拡大によるl11jl辺部の衰退

である。合併により!']心部や行政|処点への|幾能jlさ績が進み、lilil辺Hllにおける行政サービスが低下す

ることである。そのことがひいてはli1i1辺Nllからの人｢1流(1)をリ|き起こし、』Ｍ１:のｌｊ１ｉ壊にまで結びつ

く。これは実際に、l1H和のilTlllJ付合()|:時に、多くの111域が経験したことでもある。

このｲ〈宏を'1Ｗiすべく、合併llli進のためのluj或'二|治に関する施縦やＩ)lil案もいくつか示されている。

『地ﾉﾉ|÷|治に関する検討プ1］ジェクトチーム''''111報(』f』’二１１t党1111域行111(ｉｌ,ﾘｲii会(2()()2ｲｌｉｌｌﾉﾘ）

対談・'Ⅱ{)'|公也/'''水又ﾉ〈「'－１本から'''｢Ｉ､lが消える」（『ガバナンス』２()()3ｲlil）価)）

|Will(ii彦ブナ．|M11[1知リム『''1〕`[をめざ~`)一付』rIIWLF('|川究ｒｌ:、２()()２〈lｉ７１Ｉ

１
１
１

６
７
８

－
－
１
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L』代編|(||:研究蛸'1|ナ（2()()4.3）

合併特例法の改T[【(１９()9ｲＩｉ７月)により、）WiTIjlll｢村の条Iﾀilによって設置がTTI能となった「｣u域辮

議会」もその一つである。合()|:llLl係Tlilll｢村の区域ごとに、）WiTlTlll｢村及の諮lMlにより瀞議またはXlt兄

を述べることのできるIlill度である。合01:前には一体'''9に施莱がt)g施されてきたものの、合()i:によっ

て行政区｣或が拡大することで、１１;氏の意hLが合|ⅢTIjlll｢村の施莱に反映されにくくなるという懸念に

対応しようとするものである。

全'五|に波紋を''1【んだ節27次｣lMIIill度調査会のいわ(0)る「ilLi尼私案」でも、合併後のTlilllJ村の''１

に「'二|袷組織」を設慨できる途を|}1くことを検討すべきとして、次のように述べている。「』溌礎'''9

|当|治体には|=|治〆体絲営の観点と並んでIjil､'二|袷のｉＭＭ叩要である。この点については、一般l''ﾘに

基礎｢|ﾘ'二１１合体が＃il模拡入することを蹄まえて、」i脳''１ﾘ｢1治体|ﾉ､１%'1における()ﾐ民|と|治を(iW;保する力筑

として|ﾉﾘ部lIl体（法人格を持つか｡fかは要検討）としての|/Mffを持つに|治糺l織を基礎''1O'二|治(ﾉﾄﾞの，|《|｜

断で必要に応じて設１世することができる途を検討する必要がある｣'(1)。

この背景について鮒27次地/jIlill度洲査会の西尾I|；編||会126は「必喫があれば基礎''１り'二|治I/ｌＫの|人lllll

に身近な'二|治体を作ることを認めるべきではないか。Iill鳩や'11奥のｌＩｌＩ;lは孤立することもあり、’二｜

分たちで守るしかないlU域i《|:会だ」と述べている2(1)。

’'１｢村ﾙﾘを廃ll1するとも収れる、このiLi1Ti私案に対応する)|’で提案されたのが、農lll村を多く抱え

る今tFllIIT村会の三１１ﾘ長である。」Ⅱ｣域のことを熟iⅡしている人材が、イiimにより近いところで地域づく

りを行うシステムが、行政と住民のIFi願|側Ｉ係をﾘｉｉ化するには最もふさわしい体IIillである、として小

さな自治、「地域'二|袷IlilⅡ笠」を提案している。

「TIjlllJ村の内部に、一定の｣'11域をiii位とし、－･定のNi;能をもつI]{比lfl治組織を、TIjlllJ村川111設で

きる仕組みを法''１９に終I111iすべきです。こうした「地域|:1袷組織」の具体''１９な'lill度設計（)|’態や二Ｍｹ

権能、住民参1皿のありﾉﾉや行政組織のllIlf/:て、」111域のlli位等）は、設世の是非を含めⅥ各Tljllll村の

条例と意lfilに委ねられるべきであり、その際、４，|に行われている(|ﾐ1lbによるF1苑的な'二|治のIilnliIを

大切に考えるべき」と提言した釦)。

こうした各方Uiiからの捌脹を受けて第27次111ﾉﾉIlill度洲査会'|'llIHiMf(2003年４月)でも「地域|÷|治

組織」の必要性を打|])した。「jiLIiMl｢１９'二lWLr体における(]iml］治をﾘｶｉ化するために、地域rLl治ill織を

基礎｢19,治体の判断に応じて設置することができるﾉﾉ策を検討する必要がある」とし、法人格をｲＴ

しない行政区|(19タイプと法人格をｲ]､する特別地ﾉﾉ公共卜11体タイプをＩ附想している。

しかしいずれにしてもDII段階では、法''１ﾘ、ＩｌｉＩｌ度''１<ｊＩＭ１段階に過ぎない。またこれらのシステムが

｢今後の基礎｢I9lgl治体のありﾉﾉについて(１１V尼私案)」２()()2ｲｌｉｌｌ１］

illli尼１１勝「小さな|型1袷のＩＭＩ[みを111柵築せよ」（『ガバナンス』２()()3ｲ'１１Ⅱ)十）

全|正'１１１J村会『lll｢村は訴える』２()()3ｲｌｉ２１］

１９）

２０）

２１）
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合併後の新Tljlll}村に対する第二議会のような形で、新'二|治体の足をリ|っ張ることを懸念する声もあ

る。また「こうした法Ilill度の繋I11iがなされるからといって、このたびの合併を見送る小規模市'１１J村

を、憲法上の地力公共'11体からはずして、こうした住民自治iIill織に移行させるといった、合併後の

受けllllづくりに使うことは考え物である」とする磐告もある2ｺ〕。

（３）農山村地域自治体と新しい自治組織

合併推進によって新|=|治体を形成するにしても、従来のＦｌ治体のまま關まろうとも、これからの

Flif7体経営はますます工'１要な課題になってくる。それと共に住民'二|らが地域づくりを担う住民Ｆ１袷

の強化をどう図っていくかの観点を持つことがｲ<可欠である。

①住民[|治の強化

地域における公共サービスは、これまでのように|=|拾』体だけが担い、提供するものという、念か

らも脱却しなければならない。住民I=|袷の強化によって培われた氏'１１１部'１[1が、どのような公共サー

ビスを111うことが出来るのかの模索も必要となってきた．また当然、自治体と民Ⅱ'1との協働が、新

しい公共活動の空間や分野を創造していくことこそ、｜|;|i代''１９要請といえる｡

地ﾌﾟﾉ制度調査会'二'１|川報告でも次のように１１１(れている。「分椛時代の基礎的'二|治体においては住民や、

璽要なパートナーとしてのコミュニティ組織、ＮＰＯそのＵＭＩ]セクターとも協働し、相互に連携

して新しい公共空間を形成していくことを|=|指すべきである｣231・

地域統治の１ｋ組みとしてのローカル●ガバメントからローカルｑガバナンスヘと言われるゆえん

もここにある。「ローカル．ガバナンスとは、行政活動と(１２民民'''1活動との対等協力によって新た

な地域ﾌﾞﾉを発現させていくネットワーク｣２１)とILl1解されるように、’二|治休に変わる新しい公共サー

ビスや|と|浴を111う地域的なシステムの可能性を検討することが必要となってきた。

とくに多様な地｣或性を持つ農'11村においては、その｣ID域ｌｌｌｌｉに対応した生廠活動やその仕組みの形

成、地｣或における|玉1二'1管IU1、伝統'''9行事や地｣或文化の継承等を実際に三Flliﾄけている．そのために集

落や地域社会に密着した、（1ﾐ氏｢|治やまちづくりを考える小＃１１模な｣{11域社会組織を構想し、イル簗し

なければならない。

22）大森柵「iljlI1T村|人1狭域'二1治体の創設」（全lEIlll｢村会『|||｢村週報』２()０２ｲ'１９１二'211）

23）節27次地力ilill度調査会『今後の地力|］治ilill度のありﾉﾌﾞについてのＩｌ１Ｉｌ洲i告』（2003(1三4)１３０日）

24）大森彌「新たな公共空間」（全'五lllli村会『'111村週#|i』2003ｲＩ１８Ｈ２５１二|）
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②住民[|治の試み

」'11域における｢1三民'二|治のliji(みはこれまでにも多くの火紋がある。それらの１１１から今後の分椛、（1ミ

民|=|治などを祝11Fに入れた、農'11村における、新しい地域Ⅲ[縦のiil能|ﾉｌｉを持つものも生まｵ[ている。

とくにここではilillI｢村合()i:終了|Ⅱiの合併ii｢i基礎ｌＬＺｌ沿('|Kを、合01:後に「地域'二|治組織」として位置づ

けようとしている地ﾉﾉIlill唆洲杏会の糸||織とは異なり、（1;l､により近い近隣地j或社会をﾉﾊﾞ礎とした｣ｕ

域組織を対象としている。

なぜならばそれらの｣'11域糺I縦はより住民の'三|術化Iiliに州唆に|奥|逃して活動を火施しており、今後

の'１Ｊ〕&'二|治、地域'二|袷を模索する'二でより1W〔要''1|iをもっている。それらの組織は、地域の将来を兄

lIilえてまちづくりを担ったり、ｉｌﾐiYWili動の支援したり、と)W｢しい｣111域組織としてその存在意義を二1ミ

リ長しだしている。

それらはlIll域によって様ｲ11を1lHlLにしているが、三1三に以~|<のように３頗型化できる。

Ａ地縁型自治細細

ＢテーマＬ１ｉ１'二|治ｉｌｌ紙

ｃｌＩ１ＩｌＭｌｌ織型|÷|拾組織

Ａ地縁型自治組織

「地縁型|当|治組織」とは、従来の|||村(三1ﾐにｌＩｌＩﾄﾞ１１の合()|:||;ｌｉ以|iiiのTl1lll｢村や集蕗を｣i蝋とするlUl域）

を範Ullとし、地縁を核として刑|織されている。従来のﾎﾟ||細のように、」111域社会の秩序維持を三1('二'''19

とするだけでなく、組織において111域経済振興等に横ＩｉＩｌｌ''9に収糺Iむといった新しい特徴を有してい

る。地域農産物の販売、廃校となった小''１学校iili川の1ibilllLI施設述悩、といった具体ll9な活動を伴な

うことで、新しいⅡ:会,WiF形成や絲済|`19利害僕Ｉ係などを－つの参imiの契機にして、よりﾘｶ1いjlIl域へ

のコミットメントをllilllとしている。広,IHi県高桝llI11llIiMuW側ⅢU会、京hllli1:美Illlll｢大l1i;振興会などが、

この例にあたる。

これらの取り組みはjlu元でのlIll域#|:会における新しい改ＩｌＩ１ｉなくしては成立しない。｜|]末からの地

｣或社会では「一)三７－．票」のＩＭｌＩみが、女１１２や若÷i14fの参1111iを妨げているi(iiもある25)。外からのＵＩタ

ーンilfの受け入れも含め、地域における改111〔が必要であろう。

25）小|Ⅱ切徳美「もうつの近隣I|〕(府」（全l1illll｢村会『''１｢村川'1』２()()3ｲｌｉ２１１１()'二|）
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Ｂテーマ型自治組織

「テーマ剛自治組織」とは、これまで都市において多くlli(組まれてきた住民組織といえる。コミ

ュニティ・ビジネス発足の契機としての(1：氏集lIllや、グループ介護など福祉分野での収組みなどで

ある。特定の地域という範ｌ１Ｉｌを越えて、関心のあるテーマや課題を核に、社会119サービスを提供し

たり、まちづくりに取組んでいる。

今やこのような地域組織が膿|｣｣村にも出現してきた。農11昨Iが都１１丁と交流することによって、新

しい課題がテーマ化されてきた結果ともいえよう。愛媛県|ﾉﾘ子''11石(Wjulzの「ｎW:を思う会」を中

心とした打掛の家の述営やグリーンツーリズムヘのIMIみ、滋賀Ｍ]l17Illl鎌掛｣{11区における「蒲生

野考現倶楽部」における子供たちへの|と|然環境教育(最近ではしゃくなげ学校の運営)と地域環境整

備の取り組み、といったユニークな事例が多い。

Ｃ中間組織型自治組織

中lHM織とは、常、ＮＰＯそのものを指したり、またＮＰＯの｢'１でもll1ljl々のＮＰＯを様々な形で支援

し、ＮＰＯと企業や政府を繋ぐ結節点になる組織（インターミディアリー）のことを指している。

ここではややlX1式(１９に、、治`体と(r民とを連携するような地域的組織のことを念頭に置いて「１１１間

組織型'二l治組織」と呼ぶ。

その具体''１９内容は、表４のように、地元住民と定住型外部専'''１家とが協|動して、地域におけるま

ちづくりの中核を担っているものである。地元(]曵氏としては、Ｕターンした有識者、小'１１学校の教

員や校長経験者、住職など、地域と梧接な|腱Ｉ係を保持しある地域''19代表性を持った人材が担ってい

る。また定住型外部専１１１１家としては、特定の分り『において秤'''１|(I9な知識やネットワークを有する人

材で、かつその地域を研究対象としたり、活動現場としている人材の場合が多い。

組織においては地域資i原のＴＩ}評I1li、ＩＴを使った地｣或情報の発信、都ＴＩj農村交流事業など、テーマ

的にも新しい活動を多面'’１９に展|)Ｉしている。そのことにより地｣或住民の意識を変Zl1iしたり、住民に

よる新しいまちづくりにｌＭＩｌむ契機を形成する。また'Ｍ１鎖''19になりがちな地域社会を外部に向って

開く役響'|りを果たしている。

ここでは、その｣ＩｌＬ型例として、熊本ﾘiL小匡''''１「(11ｵ)学び合の!]!｣、’11梨UTL早川'１１Ｊ「'三１本上流文化

|蓬|研究所｣、’11梨県ﾉＭｉ;村「多l拳川〃;〔流(i)i究所」を挙げる。いずれの地域もりＷ的な農'１｣村、小規

模TI7111J村で、特徴的なのは以下の二つの視点の二}「業や活動|人|容を持つことである。

一つは地域内に'三|を向ける事業である。地域|ﾉﾘの資i原を'三1i民と共に充'111をし、発lllIlされた資源を

地域iＭ１へと活)11する収組みを〕、じて、地域'二|袷を高めようとしている。二つは地域外との連携を

模索する活動である。luj或資源に11ﾐ'二|しつつ、それを肢人'1Nに活川して、地域外の力を導入してい
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る。また積極''１ﾘに外部の専'''１家や人学生達を地｣戎に受け入れている。そうした外部の|=1やﾌﾞﾉを導

入して、1m域の'１１に新しい動きや、地域|人|の若打、女性達の登場の場ｍｉを創出している。

このことにより公共サービスを担う新しい1111域三に体が４１{まれたり、集落レベルでの自治や決定

過稗に変化をもたらすﾌﾞﾉを生むこともIU1侍されている。

表４中間組織型自治組織の(ｸリ

(財)学び合のL１１
(熊本ＵＭ､'五''１１１）

多摩川源流研究所
（'１１梨県小諦村）

'三|本｣二流文化瞳|ｲﾘ|｢究所
（lIl梨県早川Ⅱ|｢）

①１１１｢村人口 9,240人 '’７７０人 1,060人

②設立 1996年 2001年[996年

③運営スタッフ

・地元定住者

・定住型外部専'''１家

・自治体派遣者

１４名

4名

（）

2名(他25名の''11民研究ii）

２名

１名

州
名
名

１
２
１

④主要事業 〈111域lﾉﾘ検討zl7業〉

北LIl柴三lllll顕彰事業

個''11iある111村111域再WW簗事業

旧lZl鉄寓原綿lMi地活１１１事業

小'五|黒豚ＬＭｆｉ)jll工二'１業

く地域外連携二|｢業〉

九州ツーリズム大学

おぐに自然学校

地域づくりインターン事業他

〈l{11域|人1検討皇'7業〉

ｌＩ１ｉＭﾘﾄ究Iﾘ[llll域資ｉＩｉｉ発川'11二|『業

あなたのやる気応援事業

2()()0人のＨＰ作成事業

ﾌｨｰﾙﾄ゜ﾐｭｰｼﾞｱﾑ事業(iI1illli1l1）

〈'111域外連携三'１｢業〉

|]水｣兵流文化|醤|会議ＩＨＩ催

学ＬＭ１１究lUjhlb事業

地域づくりインターン事業他

く地域内検討聖llF業〉

水ilIN林林111調査

多摩源流食文化調査

森林再生プロジェクト事業

源流体験教室

く地域外連携事業〉

源流水源の森体験の旅

「柳i(流の四季」発行事業

地域づくりインターン事業他

⑤活動拠点 木魂触

(研修宿泊施設）

五箇交流促進センター

(||]小学校跡地活111交流施設）

水の館

(研修交流施設）

⑥年間予算(千｢Ⅱ）

(内|芒I治体負担）

１０７，０００

(７，０００）

１６，００(）

(15,000）

２４，９５６

(12,256）

※本論は第531111地域農林経済学会大会（2()()3ｲ|ﾐl()月、於''''二|大学）における大会シンポジウムでの
報告原稿に力Ⅱ筆修正したものである。
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